
【次頁あり】 

第８次 静岡市食の安全・安心アクションプラン 令和５年度～令和８年度（案） 

に関する意見応募用紙 
以下の問いについて、あなたのご意見をお聴かせください。 

１－１ あなたは普段の食生活の中でどのようなことを気にしていますか。（次の項目から上位３つ

を選んでください） 

①食べ物の安全性  ②原材料の生産地（国産品、輸入品）  ③地産地消 

 ④有機・無農薬の原材料  ⑤栄養バランス  ⑥食べる量  ⑦美味しさ 

 ⑧消費期限・賞味期限  ⑨飲食店等における受動喫煙（分煙） 

 ⑩その他（          ） 

⑪特にない 
１番 ２番 ３番 

   

１－２ あなたは食の安全に関してどのようなことを気にしていますか。（次の項目から上位３つを

選んでください） 

‘①食中毒  ②衛生管理（ＨＡＣＣＰ等）  ③食品添加物  ④残留農薬 

⑤放射性物質  ⑥遺伝子組換え食品  ⑦食物アレルギー   

⑧その他（          ）  

⑨特にない 
１番 ２番 ３番 

   

１－３ あなたは、食に関わる仕事に従事していますか。（①はい、②いいえを選択してください。） 

  ‘①はい（例：飲食業、食品製造業、食品販売業、農業、漁業など） 

   ②いいえ 
 

２ プラン（案）をご覧になって、興味をもった施策や取組みをお答えください。（複数回答可） 

  

３ プラン（案）について、ご意見をお書きください。 

【ご意見のタイトル（項目等）】※プラン（案）のどの部分に対するご意見かをお書きください。 

  

 

【ご意見の内容】  

  

※１ 「ご意見の内容」欄に「別紙とおり」と記入していただき、別紙にてご提出いただくことも可能です。 
※２ いただいたご意見は、プラン策定の参考とさせていただきます。また、個人が特定できないよう編集した上で、意

見の要旨を市ホームページ等で原則公開させていただきますので、ご了承ください。 



 

 
 

＊ 住 所 
（法人の場合は所在地） 

 

＊ 氏 名 
（法人の場合は名称及び代表者名） 

 

年 齢 □19歳以下  □20代  □30代  □40代  □50代  □60代  □70歳以上 

※１  ＊印のある欄は必ずご記入ください。（意見の提出に際して、「静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則」
第５条第４項において、個人の場合は住所及び氏名、法人その他の団体の場合は、名称、所在地及び代表者の
氏名を明らかにすることとされています。ご協力をお願いいたします。） 

※２ 個人情報については、厳正に管理を行い、「静岡市市民参画の推進に関する条例」に基づくパブリックコメントの
目的以外では使用いたしません。 

 

ご意見、ありがとうございました。 

期間内に下記のいずれかの方法でご提出ください。 

≪提出方法≫ 

１ 郵送または持参 〒420-0846 静岡市葵区城東町 24番１号 

（城東保健福祉エリア 保健所棟２階） 

静岡市保健所 食品衛生課 営業指導係 あて 

２ ファクシミリ ＦＡＸ番号：０５４－２０９－０５４１ 

３ 市ＨＰ（電子申請） 市ホームページにある応募専用フォームでご提出ください。 

アドレス：https://logoform.jp/form/79j2/177438 

 

※個人情報保護の観点から、電子メールでのご提出は 

受付出来かねます。 

 

≪問い合わせ先≫ 静岡市保健所 食品衛生課 営業指導係 

電話： 054-249-3161（直通） 

締切：令和４年１２月２１日（水）必着 

 

http://#

